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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、多彩なコンテンツ／サービス事業を展開しているスクウェア・エニックス・グループを統括する純粋持株会社であり、迅速、透明かつ健全な
経営体制のもと、株主・顧客・取引先・従業員・社会等当社が関わるすべてのステークホルダーの利益を尊重し、良好な関係性を維持することが、
当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値最大化の実現に必要不可欠なものと認識しております。そのため、当社は、コーポレート・ガバ
ナンスの充実・強化が重要な経営課題であると認識しており、グループとして継続的に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの原則の全てを実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４：政策保有株式】

当社は現在、政策保有を目的とした株式を保有しておりません。

【原則１－７：関連当事者間の取引】

当社は、取締役との間の利益相反取引については会社法の定めを遵守し、取締役会における事前の承認及び事後報告を行います。また、取締
役以外の役員や主要株主等との取引についても同様の手続を要することとしています。

【原則２－６：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金を導入しておりません。

【原則３－１：情報開示の充実】

（１）経営理念、経営戦略及び経営計画

　当社は、「企業理念」及び「経営指針」を当社ホームページにおいて開示しています。

　https://www.hd.square-enix.com/jpn/company/philosophy.html

　当社の経営戦略及び経営計画について、当社ホームページ、アニュアルレポート、有価証券報告書、定時株主総会の招集ご通知、決算短信及
び決算説明会資料等において随時開示しております。

　また、当社は、上記の経営理念、経営戦略及び経営計画について当社ホームページやアニュアルレポート等で英訳開示も行っております。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書I（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報）「１．基本的な考え方」に記載のとお
りです。当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施することが当社の企業価値を向上させるものと考えており、すべての原則につい
て実施しております。

（３）取締役の報酬

　取締役の報酬決定の方針と手続は、本報告書II（経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体
制の状況）－１（機関構成・組織運営等に係る事項）―【取締役報酬関係】中の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のと
おりです。

（４）取締役候補指名に関する方針と手続

　当社の取締役候補者の指名基準と決定プロセスについては以下のとおりです。

　＜取締役指名基準＞

　　１．性別・国籍等の個人の属性にかかわらず、以下の基準を満たす人物を候補者とする。

　　　(a)取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、豊富な企業経営の経験・知識、高い専門性及び見識を有すること。

　　　　　監査等委員である取締役については、財務・会計・法務・経営等専門分野における幅広い経験・見識を有すること。

　　　(b)当社の企業理念・経営指針の精神を理解・実践し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できること。

　　　(c)取締役相互の牽制・監視機能の強化に資し、取締役会の実効性確保に貢献できること。

　　２．一般株主の利益を取締役会へ直接反映させるため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、独立社外取締役を２名以上選
任する。監査等委員である取締役については、全員を独立社外取締役とし、財務・会計に関する適切な知見を有する者が１名以上選任されるよう
に考慮する。ただし、補欠の監査等委員である取締役については、この限りではない。

　　３．社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たすものとする。　　

　＜取締役候補者決定プロセス＞

　　１．代表取締役社長は、取締役指名基準に基づき、候補者案を策定し、「報酬・指名委員会」に付託する。

　　２．報酬・指名委員会は、候補者案の審議を行い、取締役会に対して審議結果を報告する。

　　３．取締役会は、報酬・指名委員会の報告に基づき、候補者案を審議・決定する。なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委
員会の同意を得るものとする。



　なお、取締役の解任（不再任を含む。）の判断基準は以下のとおりとし、該当した場合、報酬・指名委員会で解任の要否を審議のうえ取締役会に
て決定するものとします。

　　１．法令及び定款に違反する行為又はその恐れのある行為があったこと

　　２．当社グループに多大な損失を生じさせ、業績を著しく悪化させたこと

　　３．取締役指名基準の各要件を欠くことが明らかになったこと

　　４．その他、取締役指名基準に合致しないと認められる事由があること

　

（５）個々の取締役の選任に関する説明

　当社は、定時株主総会の招集ご通知において、取締役候補者の経歴の詳細等、選任に際して重視した事項を個別に開示しております。社外取
締役の選任理由は、本報告書II（経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況）―１（機
関構成・組織運営等に係る事項）の中の【取締役関係】（会社との関係（２））に記載しております。　

【補充原則４－１（１）：経営陣への委任の範囲】

当社は、取締役会並びに業務執行取締役及び執行役員等の経営陣の権限分配について、当社定款、「取締役会規程」及び「職務権限・業務分掌
規程」に明瞭かつ客観的に規定しております。取締役会は、会社法等の法令により取締役会決議事項とされるもののほか、経営計画、事業計画
及び予算等の職務権限・業務分掌規程に定める経営上重要な事項について審議・決定しており、それ以外の業務執行権限については、同規程に
基づき、経営陣へ個別に委譲しております。

【原則４－９：独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たす者を独立社外取締役としております。

【補充原則４－１１（１）：取締役会全体のバランスと選任方針・手続】

当社は、取締役会における的確かつ迅速な意思決定と適切な業務執行の監督、取締役相互の牽制・監視を確保するため、取締役会全体として
多様な専門能力、知見が担保されるようにしております。また、一般株主の利益を取締役会へ直接反映させるため、取締役（監査等委員である取
締役を除く。）については２名以上を独立社外取締役とし、監査等委員である取締役については全員を独立社外取締役とすることとしております。

なお、取締役の選任については、【原則３－１：情報開示の充実】「（４）取締役候補指名に関する方針と手続」に記載しており、併せてご参照下さ
い。

【補充原則４－１１（２）：取締役の兼任】

当社は、毎年、定時株主総会の招集ご通知において取締役の兼任状況を記載しております。

【補充原則４－１１（３）：取締役会全体の実効性についての分析評価】

当社は、企業統治の一層の充実を図ることを目的に、2018年6月22日開催の第38回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行
いたしました。監査等委員会設置会社に移行した2018年6月22日から2019年3月31日までの当社の取締役会の運用状況は以下のとおりでありま
す。また、取締役に対し、質問票によるアンケートを実施した結果、当社の取締役会の実効性について肯定的な評価を得ております。これらのこと
から、当社の取締役会は、実効的に機能しております。

　・取締役会を原則として月１回開催し（2018年6月22日～2019年3月31日：13回開催）、必要な事項につき適時に審議・決定を行うとともに、当社グ
ループの事業にかかる報告を受け業務執行の監督を行っている。

　・いずれの取締役の出席率も高く（8名中7名が100%、1名が92.3%）、また取締役会においては、十分な審議時間を確保して活発な議論を行ってい
る。

　・取締役会における審議の結果、議案修正・再検討が決議されることもあり、取締役会による業務執行に対する規律が機能している。

当社は、取締役会構成員の意見を適時に徴しつつ、取締役会の実効性向上に努めております。

【補充原則４－１４（２）：取締役に対するトレーニングの方針】

　当社は、当社の費用負担において、取締役に対し、職務遂行上必要となる法令知識の習得や当社グループの事業・組織体制を理解する機会や
研修の機会を提供するため、以下のような施策を講じております。

　・新任取締役に対する各部門の責任者からの事業・業務内容の説明。

　・社外取締役と経営陣幹部との個別面談等の交流の実施。

　・アナリスト・レポート等の当社事業に関する客観情報の随時提供。

　・業界団体の開催する展示会・カンファレンス等への参加機会の提供。

　・重要な法改正等についての顧問弁護士による解説。

【原則５－１：株主との建設的な対話に関する方針】

当社における株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりです。

　・代表取締役社長の統括のもと、経営企画部門が株主との対話及びIRの担当部門として、経営陣、経理部門、法務部門、事業部門等関連部門
と連携しながら、株主・投資家との対話を推進しております。

　・各四半期決算発表直後の決算説明会、機関投資家やアナリストとの個別面談・スモールミーティング等を通じて、資本市場との建設的な対話
に努めております。

　・海外機関投資家向けには、IR面談やスモールミーティングの実施に加え、海外ロードショーを年2回実施しております。

　・アニュアルレポートの発行、ホームページにおける情報開示等、株主・投資家への情報提供に注力しております。

　・株主との対話から寄せられた意見や要望については、社長及び取締役会へのフィードバックを行い、経営判断の参考にするとともに、今後の対
話に反映するよう努めております。

　・社内に最重要機密情報管理委員会及び情報取扱責任者を設けてインサイダー情報を厳格に管理しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

福嶋康博 23,626,020 19.81



日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,244,200 6.07

株式会社福嶋企画 6,763,695 5.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,678,900 5.60

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８０７５２ 6,448,300 5.40

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 3,198,100 2.68

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 2,728,300 2.28

ＤＮＢ ＢＡＮＫ ＡＳＡ－ＶＥＲＤＩＰＡＰＩＲＦＯＮＤＥＴ ＤＮＢ ＴＥＫＮＯＬＯＧＩ 2,621,300 2.19

ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 2,050,462 1.72

宮本雅史 2,020,996 1.69

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

・2019年7月4日付で、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社から関東財務局長宛てに大量保有報告書（変更報告書）が提出されております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 16 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山村　幸広 他の会社の出身者

西浦　裕二 他の会社の出身者

小川　正人 他の会社の出身者

小林　諒一 他の会社の出身者

松田　隆次 弁護士

豊島　忠夫 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山村　幸広 　 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基
づき、取締役の職務執行に対する監督・牽制
機能を担ってきた実績があるため、社外取締役
に選任しており、また一般株主と利益相反を生
じるおそれのない方であるため独立役員に指
定しております。



西浦　裕二 　 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基
づき、取締役の職務執行に対する監督・牽制
機能を担ってきた実績があるため、社外取締役
に選任しており、また一般株主と利益相反を生
じるおそれのない方であるため独立役員に指
定しております。

小川　正人 　 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基
づき、取締役の職務執行に対する監督・牽制
機能を担ってきた実績があるため、社外取締役
に選任しており、また一般株主と利益相反を生
じるおそれのない方であるため独立役員に指
定しております。

小林　諒一 ○ ○ ―――

経営全般における豊富な経験と幅広い見識を
有しており、当社社外監査役としての豊富な経
験と実績があります。取締役の職務執行に対
する監視・監査機能を担っていただくため、監
査等委員である社外取締役に選任しており、ま
た一般株主と利益相反を生じるおそれのない
方であるため独立役員に指定しております。

松田　隆次 ○ ○ ―――

弁護士の資格を有するとともに、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しており、当社社
外監査役としての豊富な経験と実績がありま
す。取締役の職務執行に対する監視・監査機
能を担っていただくため、監査等委員である社
外取締役に選任しており、また一般株主と利益
相反を生じるおそれのない方であるため独立
役員に指定しております。

豊島　忠夫 ○ ○ ―――

公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有しており、当社社外監
査役としての経験と実績があります。取締役の
職務執行に対する監視・監査機能を担っていた
だくため、監査等委員である社外取締役に選
任しており、また一般株主と利益相反を生じる
おそれのない方であるため独立役員に指定し
ております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、内部監査部門に所属する者を監査等委員会の職務を補助すべき使用人としております。当該使用人の業務執行取締役からの独立性を
確保する為、監査等委員会の職務を補助するに際しては、内部監査部門に所属する者は監査等委員会の指揮命令のみに従うものとし、内部監
査部門の長の任命・異動・懲戒等の人事権に関する事項の決定については、監査等委員会の同意を要するものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会と会計監査人の連携状況

各四半期及び本決算時の年4回、報告及び意見交換を行う他、適宜、意見交換の場を設定し、その内容を監査業務に反映しております。

監査等委員会及び会計監査人と内部監査部門の連携状況

内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と相互に情報を共有しながら、重要性とリスクを考慮し、グループ会社を含んだ社内管理体制及
び業務プロセスを定期的にチェック、検討・評価（内部評価）を行っております。

また、内部監査部門は監査等委員会に対し定期的に業務監査内容についての報告を行うとともに、常時、意見交換を行い、その内容を監査業務
に反映しております。

【任意の委員会】



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

報酬・指名委員会 5 0 1 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬・指名委員会 5 0 1 4 0 0
社内取
締役

補足説明

当社は、役員報酬及び取締役候補者の決定に係る客観性と透明性を確保するため、社外取締役及び代表取締役社長を構成員とする「報酬・指
名委員会」を任意で設置し、役員報酬制度の基本方針及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別報酬額並びに取締役候補者の指名
基準を、同委員会において決定しております。

なお、報酬・指名委員会の構成員は取締役会にて以下のとおり選任されており、同委員会は必要に応じて都度開催されております。

・委員長　：　松田　洋祐（代表取締役社長）

・委　員　 ：　山村　幸広（社外取締役）

・委　員　 ：　西浦　裕二（社外取締役）

・委　員　 ：　小川　正人（社外取締役）

・委　員　 ：　小林　諒一（社外取締役（常勤監査等委員））

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全員独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

・業務執行取締役（本報告書提出日現在、代表取締役社長である松田洋祐のみ）に対して、業績連動報酬（金銭）を支給しております。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与える
ことを目的とし、職務執行の対価として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

2019年5月31日現在の新株予約権の付与人数と付与個数は、以下のとおりであります。

・株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権　：　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名に対して1,154個（115,400株）

・ストックオプションとしての新株予約権　：　当社従業員並びに子会社の取締役及び従業員23名に対して4,173個（417,300株）

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明



2019年３月期における当社の取締役の報酬等は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報酬等の総額　　固定報酬　　業績連動報酬　　ストックオプション

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名　　　　 　　275百万円　　　138百万円　　　88百万円　　　　　 49百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち社外取締役３名）　　　　　 （41百万円）　 　（33百万円）　　　　（－）　　　　　 　（8百万円）

・監査等である取締役　　　　　　　　 　　　　　 ３名　　　　　 　 33百万円　　 　 33百万円　　　　 　－　　　　 　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち社外取締役３名）　　 　 　 （33百万円）　 　（33百万円）　　 　 （－）　　　　　　　 　（－）

　

　なお、連結報酬等の総額が100百万円以上である役員は、代表取締役社長松田洋祐であり、その総額は205百万円（固定報酬80百万円、業績
連動報酬88百万円、ストックオプション37百万円）であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員報酬制度の基本方針と決定プロセスは、以下のとおりです。なお、当社は、役員報酬制度の客観性と透明性を確保するため、社外取
締役4名及び代表取締役１名で構成される「報酬・指名委員会」を任意で設置し、取締役会からの授権に基づき、同委員会において、役員報酬制
度の基本方針及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別報酬額を決定しております。

＜役員報酬制度の基本方針＞

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等

・業務執行取締役の報酬等は、固定報酬（金銭）、業績連動報酬（金銭）及びストックオプションとしての新株予約権（株式）から構成する。

・非業務執行取締役及び社外取締役の報酬等は、固定報酬（金銭）及びストックオプションとしての新株予約権（株式）から構成する。

・業績連動報酬（金銭）に関しては、規模と収益性のバランスの取れた成長を目指すため、連結売上高及び連結営業利益を指標としてその額を算
定し、具体的には、2017年３月期の連結売上高（256,824百万円）及び連結営業利益（31,295百万円）からの増減度合いに応じて予め定めた倍率
（ただし、最大400％から最低０％まで）を基準報酬額（9,000万円）に乗じて算定する。

・ストックオプションとしての新株予約権（株式）に関しては、役員退職慰労金を廃止して株式報酬に振り替えた経緯及び長期にわたる持続的な成
長を目指す趣旨から、株式報酬型ストックオプションを採用し、都度、報酬・指名委員会にて基準となる報酬額を定める。

２．監査等委員である取締役の報酬等

監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性に鑑み、固定報酬（金銭）のみとする。

＜取締役報酬の決定プロセス＞

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別報酬額は、報酬・指名委員会において決定する。

２．監査等委員である取締役の個別報酬額は、報酬・指名委員会の決定した基本方針を参照しつつ、監査等委員である取締役の協議により決定
する。

３．個別の報酬額に関しては、株主総会で承認された報酬枠内において、毎年の業績、各取締役の職責・業績への貢献度、過去の支給実績、優
秀な人材確保への配慮、適切な比較対象となる他社の報酬水準の動向、経済情勢等を総合的に勘案し決定する。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対しては、代表取締役社長より、会社の重要事項を適宜報告し、意見交換を行っております。また、経営陣幹部との情報交換・意見
交換の機会を適宜設けております。また、適時、業務担当者より直接、報告し、意見交換を行っております。

さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、常勤監査等委員より、会社の重要事項を適宜報告し、意見交換を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）当社は、企業統治の一層の充実を図ることを目的に、2018年６月22日開催の第38回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に
移行いたしました。社外取締役のみで構成する監査等委員会を設置することにより、経営に対する監査・監督機能の強化を図ります。

　さらに、経営と執行の分離を明確にするため、取締役会は社外取締役を中心とした構成としてモニタリング機能を強化する一方、重要な業務執
行の決定につき取締役会から取締役に委任できるよう定款に規定したうえで、業務執行権限を代表取締役に集約し、業務執行の効率化・迅速

化を図る体制を整備しております。

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名（うち社外取締役３名）及び監査等委員である取締役３名（全員社外取締役、うち常勤１
名）が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

　取締役会は、原則として月１回開催し、各取締役による検討・意見交換などにより相互牽制機能を十分に高めつつ、活性化が図られております。
なお、2019年3月期は取締役会を16回開催し、個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。

・松田　洋祐（代表取締役社長）　　　　　　　　　　　100.0%（16回／16回）

・千田　幸信（取締役）　　　　　　　　　　　　　　　　　100.0%（16回／16回）

・山村　幸広（社外取締役）　　　　　　　　　　　　 　　 93.7%（15回／16回）

・西浦　裕二（社外取締役）　　　　　　　　　　　　　　100.0%（16回／16回）

・小川　正人（社外取締役）　　　　　　　　　　　　　　100.0%（13回／13回）

・小林　諒一（社外取締役（常勤監査等委員）） 　 100.0%（16回／16回）

・松田 隆次（社外取締役（監査等委員）） 　 　　　 100.0%（16回／16回）

・豊島 忠夫（社外取締役（監査等委員）） 　 　　 　100.0%（16回／16回）

（２）監査等委員会は、原則として月１回開催し、監査等委員会監査等基準に準拠し、内部統制システムの構築・運用状況等を踏まえたうえで、内
部統制部門と連携しつつ、取締役の職務執行の適法性や妥当性に関する監査を行っております。なお、監査等委員の中には財務及び会計に関
する相当程度の知見を有する者がおります。

当社は、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を起用しております。業務を執行した公認会計士は、以下の通りであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員：柴田憲一、金野広義

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士11名、その他19名



監査等委員会と監査法人との相互連携については、各四半期及び本決算時の年４回、報告及び意見交換を行うほか、適宜、意見交換の場を設
定し、その内容を監査業務に反映しております。

なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制委員会に対して適宜報告を行っております。

当社の社外取締役は６名であり、当社と各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役と、内部監査部門及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び
意見交換がなされております。

（３）当社は、役員報酬及び取締役候補者の決定に係る客観性と透明性を確保するため、社外取締役及び代表取締役社長を構成員とする「報酬・
指名委員会」を任意で設置し、役員報酬制度の基本方針及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別報酬額並びに取締役候補者の指
名基準を、当該委員会において決定しております。

（４）当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各氏とも10百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、企業統治の一層の充実を図ることを目的に、2018年６月22日開催の第38回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移
行いたしました。社外取締役のみで構成する監査等委員会を設置することにより、経営に対する監査・監督機能の強化を図っております。

　さらに、経営と執行の分離を明確にするため、取締役会は社外取締役を中心とした構成としてモニタリング機能を強化する一方、重要な業務執
行の決定につき取締役会から取締役に委任できるよう定款に規定したうえで、業務執行権限を代表取締役に集約し、業務執行の効率化・迅速化
を図る体制を整備しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
投資家のニーズに対応し、法定スケジュール（2週間前までに発送）よりも前倒しで発送し
ております（本年は3週間前）。

集中日を回避した株主総会の設定
法定要件を満たしたうえで、可及的速やかに株主総会の目的事項を決定し、日程調整を
行うことにより、集中日よりも前に株主総会を開催することとしております。

電磁的方法による議決権の行使
インターネットを通じた議決権行使を受け付けております。

また「議決権行使プラットフォーム」にも参加しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

「議決権行使プラットフォーム」に参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知、株主総会参考書類及び事業報告並びに計算書類のうち重要な部分を抄訳し、
当社ホームページに掲載しております。

その他
取締役会での株主総会招集の決議後速やかに、招集通知の発送に先立って、当社ホー
ムページに招集通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ上に情報公開方針を公開しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
定時株主総会の終了後、個人投資家の皆さまとの対話を目的としたIRカンファ
レンスを開催しております。

説明は代表取締役社長及び子会社取締役が行っております。
あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算毎に説明会を開催し、代表取締役社長及び最高財務責任者より
説明を行っております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
年2回海外ロードショーを実施し、代表取締役社長及び経営企画部門責任者よ
り説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算説明会資料（代表取締役社長の説明内容も掲載）、有価証券
報告書、アニュアルレポート、株主総会招集通知、株主総会概要（事業報告、
質疑内容）、議決権行使結果などを掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部門にて担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「行動規範」、「ＩＲポリシー」及び「情報公開方針」を策定し、当社ホームページに掲載して
おります。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保護への取り組みとして、当社はパッケージゲームのダウンロード販売を促進するこ
とにより、パッケージ商品の物流に伴う排出ガスの削減、マニュアルやゲームパッケージの
電子化による資源の節約などに取り組んでおります。さらに、パッケージ商品においても、
リサイクル可能な素材を使用するなど、環境への負荷を最小限に留める事業活動に努め
ております。

社会的責任への取り組みとして、当社は、お客様が安心して遊べるように、国内外で販売
される家庭用ゲームソフトについて、各販売国・地域のレーティング制度を遵守していま
す。日本でのレーティング制度は、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメント
レーティング機構（CERO）が実施し、ゲームの表現内容に基づいて対象年齢を表示してお
ります。また、当社は、当社が加盟する業界団体である一般社団法人コンピュータエンター
テインメント協会（CESA）が制定した「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供
方式運営ガイドライン」を遵守し、有料ガチャ（金銭もしくは金銭で購入できる仮想通貨を直
接の対価として行うことができるランダム型アイテム提供方式）で提供されるアイテムにつ
いて、全てのアイテムとそれらの提供割合を表示することによって、お客様の購入判断に
役立てていだだいております。このように、当社は法令や業界ガイドラインを遵守して、お客
様により安心・安全なゲームプレイ環境とサービスを提供しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「ＩＲポリシー」及び「情報公開方針」を策定し、当社ホームページに掲載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役会において、決議した以下の「内部統制システム構築に関する基本方針」を維持・推進することで、監査・監督機能の徹底を図り、業務執行
が法令及び定款に適合することを確保しております。

「内部統制システム構築に関する基本方針」

１．当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、当社及び当社子会社（以下「グループ会社」といい、当社と併せて「当社グループ」という。）の企業理念を実現するため、法令、定款、
社会規範、企業倫理等の遵守に関する基本方針として「行動規範」を策定し、当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。

(2)当社及び主要なグループ会社は、「内部統制委員会」を設置し、当社グループにおける法令遵守及びリスク管理の取り組みを横断的に統括す
る。

(3)当社及び主要なグループ会社は、業務執行部門とは独立した内部監査部門を設置し、法務部門等と連携して内部監査を実施する。

(4)当社及び主要なグループ会社は、内部通報制度を整備し、不正行為等の早期発見、通報及び未然防止を図る。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社は、「文書管理規程」、「営業秘密管理規程」及び「情報システム基本規程」を制定し、取締役会等の議事録、稟議書その他職務の執行に
係る文書（電磁的記録を含む。）の適切な保存及び管理を図る。

(2)当社の取締役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができる。

３．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、「危機管理規程」を制定し、当社グループにおける危機発生の予防に重点を置いたリスク管理の徹底を図るとともに、万一危機事態が
発生した場合における情報の伝達方法及び危機事態に対処する推進体制を明確化する。

(2)当社の内部監査部門は、主要なグループ会社におけるリスク管理の実施状況を監査し、監査結果を内部統制委員会に報告する。

４．当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社の取締役は、当社の経営、及びグループ会社に対する管理監督機能に専念することとし、グループ会社の経営効率化・迅速化の観点か
ら、グループ会社の取締役に対し、その職務執行の意思決定に係る権限を一定範囲で委譲する。委譲する意思決定権限は、「職務権限・業務分
掌規程」において明確に定める。

(2)当社は、情報システム全般を統制する「情報システム運営委員会」を設置する。また、当社グループにおける情報システムの管理及び運営方法
を明確に定めた「情報システム基本規程」を制定し、情報システムを活用した職務執行の効率化を図る。

５．当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び当社子会社から成る企業集団における業
務の適正を確保するための体制

(1)当社は、「関係会社管理規程」を制定し、グループ会社に対し、当該会社の当社グループにおける重要性及び会社規模に応じた適正な管理・監
督を行う。

(2)当社は、当該規程に基づき、グループ会社の経営状況その他の重要な情報について報告を求めるとともに、主要なグループ会社にあっては、
月次及び随時の報告会を開催するなどの方法により、グループ会社の経営状況を適時把握し、必要な措置を適時的確に行うことを可能とする。

６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

当社は、内部監査部門に所属する者を監査等委員会の職務を補助すべき使用人とする。

７．前号の使用人の当社の監査等委員でない取締役からの独立性及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項

(1)監査等委員会の職務を補助するに際しては、内部監査部門に所属する者は監査等委員会の指揮命令のみに従うものとする。

(2)内部監査部門の長の任命・異動・懲戒等の人事権に関する事項の決定については、監査等委員会の同意を要するものとする。

８．当社の監査等委員会への報告に関する体制

(1)当社グループの役員及び使用人は、当社の監査等委員会から業務の執行状況について報告を求められた場合、遅滞なく当社の監査等委員
会に報告する。また、当社グループに著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに当社の監査等委員会に
報告する。

(2)当社の内部監査部門は、主要なグループ会社における監査結果について適時、当社の監査等委員会に報告する。

(3)当社は、常勤監査等委員を通報窓口とする内部通報制度を整備し、当社及びグループ会社の役員及び使用人から直接当社監査等委員会へ
通報する機会を確保する。

(4)当社は、監査等委員会への報告を行った当社及びグループ会社の役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取り
扱いを行うことを禁止する。

９．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、常勤監査等委員が、取締役会のほか、重要な会議へ出席することを通じて、取締役及び使用人と定期的に意見交換を行う機会を確保
する。

(2)当社は、監査等委員が、重要な会議の議事録、契約書、稟議書及び会計情報等を随時閲覧できる体制を整備する。

(3)当社は、監査等委員が、監査等委員会の職務の執行に関し、費用の前払、償還等、当社へ負担の請求をしたときは、当該監査等委員の職務
の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を負担する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力に対しては、従来から対応部門を定めて組織的に、毅然とした態度で対処し、一切の関係を排除することとしております。

その主体性を担保するため、取引先との契約書には、反社会的勢力との関係がないことを、誓約する条項を設けております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

現在の適時開示に関する社内体制の状況については、次のとおりであります。

■当社は、投資家の皆様に対し有用な情報をお届けするために、適時・適正な情報開示を行うことを基本方針としております。具体的には、金融
商品取引法及び東京証券取引所の定める「適時開示規則」に従って、投資判断に重要な影響を与える情報については適時開示を行い、それ以外
の情報についても、当社を理解していただく上で有用と判断されるものについては、積極的に開示を行っております。

■当社は、当社グループの業績や将来性に対して理解を得るため、社長自らが情報を発信し、適時・適正な情報開示を積極的に行っております。

具体的には、各四半期決算発表直後に開催する決算説明会、国内外ＩＲロードショー、個人株主の皆様との対話の場であるＩＲカンファレンス等に
おいて、社長自らがスピーカーとなり、積極的な情報発信を行っております。

■適時開示に関係する主な部署としては，決算、予算管理、資金管理等に関する業務を行う経理財務部門、重要会議の事務局事務、規程管理、
株式事務、経営計画策定、関係会社管理、IR等に関する業務を行う経営企画部門があります。

開示資料の作成・公表については内部監査部門の監査の対象となっており、その適法性・適正性について定期的にチェックが行われております。

■有価証券報告書及び会社法計算書類は経理財務部門、東京証券取引所に対する開示資料は経営企画部門が各々作成・提出の責任部署と
なっております。担当各部署で作成・チェックされた原稿を上記責任部署が収集し、開示資料としてとりまとめ、提出いたします。

作成された資料原稿は、各部署によって重複チェックされた後、取締役会に付議されます。決算数値は取締役会の承認を経て、その後直ちに情
報取扱責任者である最高財務責任者の指示で適時開示されます。

■決定事実及び発生事実の適時開示については、経理財務部門の協力のもとに、経営企画部門がこれを行っております。

決定事実は、「職務権限・業務分掌規程」に定める決裁権限に従って、所定の意思決定機関又は決裁権者によってその決議又は決裁が行われま
す。

これらの過程で把握された決定事実は、経営企画部門長が情報取扱責任者である最高財務責任者と協議のうえ、東京証券取引所の定める「適
時開示規則」に基づき、適時開示の要否と方法について検討を行います。

検討の結果、適時開示の必要を認めた場合、経営企画部門長は関係各部署に開示資料作成の指示を行います。

作成された開示資料は、重複的なチェックを経て完成し、経営企画部門長の指示によって適時開示されます。

また、社内の各部門において重要な発生事実が把握された場合、当該発生事実を把握した部門の部門長より、直ちに社長及び経営企画部門長
に状況が報告され、経営企画部門長が社長、情報取扱責任者である最高財務責任者との協議の上、東京証券取引所の定める「適時開示規則」
に基づき、適時開示の要否と方法について検討を行います。

今後、事業の規模・領域の急速な拡大により、決定事実・発生事実とも多様化することが予想されるため、意思決定過程及びチェック体制の見直
しを継続的に行い、適正な適時開示が維持されるよう努めてまいります。


